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   令和８年第１回定例会会期日程表 

 

※一般質問の通告者がいなかったため、第２日は開催されず３月 17日（火）の 1日間の会期

となった。 

 

 

   令和８年第１回定例会議案 

議案 

議案第２号 令和７年度北薩広域行政事務組合補正予算（第２号） 

議案第１号 令和８年度北薩広域行政事務組合予算 

 

 

月 日 曜日 会  議 事   項 備  考 

３月 17 日 火 本会議（第１日） 

令和８年度北薩広域行政事務組合予算

（提案理由説明、質疑、討論、採決） 

令和７年度北薩広域行政事務組合補正

予算（第２号）（提案理由説明、質疑、

討論、採決） 

 

 ※会期 ３月 17日（火）の１日間 
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   令和８年北薩広域行政事務組合議会第１回定例会会議録第１号 

 
令和８年３月 17日（火曜日） 

    
会議の場所  環境センター（３階大会議室） 
    
出席議員 10 名 

１ 番                髙 﨑 良 二 議員 
２ 番                田 中 秀 一 議員 
３ 番                楠 元 康 博 議員 
４ 番                竹 原 信 一 議員 
５ 番                宇 都 修 一 議員 
６ 番                上 筋 睦 雄 議員 
７ 番                鮎 川 浩 一 議員 
８ 番                日 髙 信 一 議員 
９ 番                木 下 孝 行 議員 
10 番                出 水 睦 雄 議員 

 
地方自治法第 121条の規定による出席者 
   理事長     椎 木 伸 一 
   代表監査委員  大 堂 充 博 
 
   副理事長    西 平 良 将 
   理事      川 添   健 

会計管理者   華 野 順 一 
 

議会事務 
   書記長     柿 木   彰 
   次長      西 野 竜 一 
 
事務局 

溝 口 雄 二  事務局長 
大 石 直 樹  総務課長 
中 川 淳 一  施設管理課長 
西 田 清 一  施設管理課長補佐兼衛生センター管理係長 
山 下 陽 一  施設管理課長補佐兼環境センター管理係長 
戸 﨑 昭 文  施設管理課長補佐兼リサイクルセンター管理係長 
竹 林 純 哉  総務課長補佐兼施設整備係長 
小 塚 浩 文  総務課主幹兼介護認定審査係長 
福 田 慎 一  総務課長補佐兼庶務係長（議会事務併任） 
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阿 多 翔 哉  総務課庶務係主事（議会事務併任） 
 
付議した事件 

議案第２号 令和７年度北薩広域行政事務組合補正予算（第２号） 
議案第１号 令和８年度北薩広域行政事務組合予算 
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午前 10時 00分 開 会 
《開 会》 

（木下孝行議長） 
おはようございます。ただいまの出席議員は 10名であり、定足数に達しております。これ

より、令和８年北薩広域行政事務組合議会第１回定例会を開会いたします。 
 

《開 議》 

（木下孝行議長） 
これより、本日の会議を開きます。 

 
《諸般の報告》 

（木下孝行議長） 
 諸般の報告を申し上げます。 
監査委員から提出のありました定期監査の結果及び理事長から提出のありました諸般の報

告を議席に配付しております。 
 これで、諸般の報告を終わります。 
 

《議事日程の報告》 

（木下孝行議長） 
 本日の議事日程は、お手元に配付しているとおり定めました。 
 

《議 事》 

（木下孝行議長） 
 これより、議事日程により、議事を進めます。 
 

《日程第１ 会議録署名議員の指名》 

（木下孝行議長） 
日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第 79条の規定

により、議長において、２番田中秀一議員、３番楠元康博議員を指名いたします。 
 
 

《日程第２ 会期及び会期日程の決定》 

（木下孝行議長） 
日程第２、会期及び会期日程の決定を議題とします。 
お諮りします。本定例会の会期及び会期日程については、お手元に配付してあります会期日

程表のとおり決定することに御異議ありませんか。 
 

（「異議なし」と言う者あり） 
 
（木下孝行議長） 
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 御異議なしと認めます。 
よって、本定例会の会期は、本日の１日間とすることに決定しました。 

         
《日程第３ 議案第２号 上程》  

（木下孝行議長） 
日程第３、議案第２号、令和７年度北薩広域行政事務組合補正予算（第２号）を議題としま

す。 
提案理由の説明を求めます。 

 
（椎木伸一理事長） 

ただいま上程されました令和７年度北薩広域行政事務組合補正予算（第２号）について、提

案理由を説明します。 
今回の補正予算は、派遣職員退職手当負担金の新規計上及びストックヤード整備事業費の減

額です。 
派遣職員退職手当負担金については、過去に本組合へ派遣実績のある職員４名の早期退職に

伴い、その経費を新規計上しました。 
また、ストックヤード整備事業費の確定見込みにより、事業費を調整しました。 
それでは、まず、歳出から説明します。12 ページ、13ページをお開きください。 
第２款総務費、１項１目一般管理費では、派遣職員退職手当負担金を 5,373,000円、新規計

上しました。 

次に、第４款衛生費、１項２目リサイクル処理費では、ストックヤード整備事業費を

6,933,000円、減額しました。 

これに対する歳入ですが、10 ページ、11ページをお開きください。 

第１款分担金及び負担金、１項負担金、4,137,000 円の増額は、歳出予算の補正に伴い、構

成市町の負担金を調整したものです。  

 また、第３款国庫支出金及び第８款組合債は、ストックヤード整備事業費の確定見込みに伴

い、減額したものです。 

以上が補正予算の内容であり、今回の補正額は、1,560,000 円の減額で、予算規模は、

1,014,104,000円となるものです。  

よろしく御審議の上、御協賛賜りますようお願い申し上げます。 

 

（木下孝行議長） 
提案理由の説明が終わりました。 
これから質疑に入りますが、質疑回数は、３回以内とします。 
質疑を許します。 

 
（竹原信一議員） 
 派遣職員退職負担金は、どこからの派遣職員ですか。 
 
（溝口雄二事務局長） 
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 出水市からの派遣職員と聞いております。 
 
（竹原信一議員） 
 １名ですか。 
 
（溝口雄二事務局長） 
 補正予算書にありますとおり、４名です。 
 
（木下孝行議長） 
 ほかにありませんか。 
 

 （「なし」と言う者あり） 
 
（木下孝行議長） 

質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 
討論を許します。 

 
   （「なし」と言う者あり） 
 
（木下孝行議長） 
 討論なしと認めます。よって、討論を終結します。 
採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 
（「異議なし」と言う者あり） 

 
（木下孝行議長） 
御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。 

 
《日程第４ 議案第１号 上程》  

（木下孝行議長） 
日程第４、議案第１号、令和８年度北薩広域行政事務組合予算を議題といたします。 
提案理由の説明を求めます。 

 
（椎木伸一理事長） 

ただいま上程されました令和８年度北薩広域行政事務組合予算について、提案理由を説明し

ます。 

令和８年度北薩広域行政事務組合予算は、北薩地域管内の住民が安心して快適な生活を送ら

れるよう、本組合が共同処理することとされている一般廃棄物処理のほか、介護認定審査等の

運営に必要な予算を計上しました。 

８ページ、９ページをお開きください。 
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令和８年度から 10 年度にかけて、衛生センターの基幹的設備改良事業を実施しますが、リ

サイクルセンターのストックヤード整備事業が令和７年度で終了したほか、各施設の維持管理

に係る業務内容の変更に伴い、衛生費が減額となっています。 

それにより、本組合の当初予算額は、令和７年度に比べ 36,875,000円減額し、980,232,000

円となりました。 

歳出予算の主なものとしましては、まず、第２款総務費では、例年と同様に事務局の管理運

営に係る経費を計上しました。 

第３款民生費では、介護認定審査業務等に係る審査委員の報酬と費用弁償等を計上していま

す。 

次に、第４款衛生費では、各施設の運営経費のほか、施設の安定稼働を確保するため、定期

点検や補修等の経費を計上しました。また、衛生センターの基幹的設備改良工事に着手するた

め、発注支援業務や工事施工監理業務の委託料のほか、衛生センターで発生する脱水汚泥を環

境センターに運搬するダンプカーの購入費を新規計上しました。 

７ページをお開きください。 

次に、歳入予算の主なものとしまして、第１款分担金及び負担金は、市町負担金でありまし

て、歳入歳出予算の差額を補填する財源となります。 

第２款使用料及び手数料では、令和７年度の実績見込みを参考に、施設使用料を計上しまし

た。 

第３款国庫支出金では、衛生センターの基幹的設備改良事業に係る交付金を計上しました。  

最後に、第７款諸収入では、主に環境センターの売電収入のほか、鉄・アルミ類・古紙類の

売払い収入を計上しました。 

私からの説明は以上ですが、令和８年度も令和７年度同様、構成市町に対しまして、財政負

担をお願いすることになりますので、予算執行に当たっては、長期的な視点を持ちつつも、緊

急性及び重要性を踏まえ、予算の効率的な執行に努めてまいりたいと考えておりますので、 

よろしく御審議の上、御協賛賜りますようお願い申し上げます。 

なお、細部にわたっては、この後、事務局長から説明をさせます。 

よろしくお願いいたします。 

 
（溝口雄二事務局長） 

それでは、令和８年度北薩広域行政事務組合予算につきまして、事項別明細書により、歳出

予算から先に補足して説明をします。 

14 ページ、15ページをお願いします。 

第１款議会費では、議員報酬のほか、議会活動に必要な費用弁償など、議会運営費を計上し

ました。 

第２款総務費、１目一般管理費では、対前年比で、8,612,000 円の増額となり、76,670,000

円となりました。欠員となっていた職員を新年度で新規に採用するための経費を計上していま

す。 

なお、監査委員費は、令和７年度並みの予算を計上しています。 

次に、16ページ、17ページをお願いします。 

第３款民生費では、介護認定、障害支援区分認定審査業務に係る経費等、全体で 53,077,000
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円を計上しましたが、令和７年度は、介護保険システムの標準化移行に伴う経費を計上してい

たことから、対前年度比で 8,420,000円の減額となりました。 

次に、第４款衛生費、１目じんかい処理費、２細目環境センター管理費、一般管理費では、

事務費のほか、菜切地区環境保全協議会の開催経費や、環境美化協力金を計上しました。 

また、施設管理費の会計年度任用職員は、計量事務補佐員１人に加え、施設の延命化の見地

から、事業系ごみの減量と適正化を図るため、環境調査員２人分の報酬等を計上しました。 

 次に、18ページ、19ページをお願いします。 

令和８年度予算における各施設の共通事項として、令和７年度の実績見込みを参考に、施設

の運営に必要な光熱水費や消耗品費、保険料等を計上しております。 

委託料は、運転管理業務のほか、ダイオキシン類測定分析業務や、最終処分場残余埋立量測

量業務委託料等を計上しました。 

なお、この細々目では、予算額が対前年比で 10,058,000円増額していますが、主な要因は、

運転管理業務の人件費による増額のほか、３年に１度実施する精密機能検査業務等の増加によ

るものです。 

次に、３細目環境センター維持補修費では、施設の通常補修業務として、焼却処理施設定期

補修費のほか、クレーン補修費等を計上していますが、空気圧縮機定期点検補修が皆増したこ

とから、予算額が対前年比で 27,500,000円の増額となりました。 

次に、２目リサイクル処理費、２細目リサイクルセンター不燃物処理費では、一般事務費や

光熱水費、部品などの消耗品費を計上したほか、運転管理業務、清掃業務委託料等を計上しま

した。 

次に、20ページ、21ページをお願いします。 

３細目リサイクルセンター不燃物処理施設維持補修費では、粗破砕機・細破砕機の補修費が

皆増したこと等により、対前年比で 24,550,000円の増額となりました。 

５細目リサイクルセンター資源化処理費では、計量事務補佐の会計年度任用職員の報酬等の

ほか、光熱水費や運転管理業務委託料が主なものであり、令和８年度は、高天井照明器具の取

替修繕料を新規計上しました。 

次に、６細目リサイクルセンター資源化処理施設維持補修費では、ペットボトル等圧縮梱包

機補修の皆減により、対前年比で 2,500,000円の減額となりました。また、ストックヤード整

備事業費が皆減しました。 

次に、３目し尿処理費、２細目衛生センター管理費、一般管理費では、一般事務費に加え、

出水干拓東土地改良区負担金を計上しました。 

また、施設管理費では、光熱水費やＡ重油等の燃料費、薬品費のほか、次のページに記載の

運転管理業務、受入槽及び貯留槽清掃業務委託料等を計上し、脱水汚泥を環境センターに運搬

するための４トンダンプ購入経費を新規計上しました。 

次に、３細目衛生センター維持補修費では、基幹的設備改良工事が始まるため、例年実施し

ているオゾン設備等の補修や、し尿貯留槽防食被覆塗装補修等を行わず、必要最低限の補修と

したため、対前年比で 18,100,000円の減額となりました。 

次に、４細目衛生センター整備事業費では、令和８年度から 10 年度にかけて実施する基幹

的設備改良工事に伴い、発注支援業務と工事施工監理業務の委託料を新規計上しました。 

次に、第６款公債費では、組合債に係る定時償還元金及び利子と一時借入金利子を計上し、

-9-



 

次のページの第７款予備費では、例年と同様に 500,000円を計上しました。 

 次に、26ページ、27ページをお願いします。 

引き続き、給与費明細書により、職員給与費の総括を説明します。 

一般職の職員数は 24 人、給与費等の総額は、183,077,000 円で、対前年比で給与費等が、

9,448,000円増額しています。 

会計年度任用職員以外の正規職員の数は、19人で１人増員、給与費等は 171,219,000円とな

りました。 

次に、会計年度任用職員の数は、前年度より１人減員し、給与費等の総額が、11,858,000

円となっています。 

以上で給与費の説明を終わり、歳入予算を説明しますので、10 ページ、11 ページをお願い

します。 

第１款分担金及び負担金では、市町負担金を計上しました。国庫補助金の減額及び組合債の

皆減に伴い、対前年比で 38,226,000円の増加となっています。 

なお、地方交付税分とは、組合債に対して措置される地方交付税分の負担金であり、一旦出

水市が受け入れた後、同額を組合に負担してもらうものです。 

次に、第２款使用料及び手数料では、環境センター及びリサイクルセンターの使用料並びに

各施設の行政財産目的外使用料を計上しました。環境センター使用料及びリサイクルセンター

使用料は、令和７年度の実績から、ごみ搬入量の減少に伴い、減額を見込みました。 

次に、第３款国庫支出金では、衛生センターの基幹的設備改良事業に係る循環型社会形成推

進交付金を計上しました。交付率は、３分の１です。 

次に、第５款財産収入では、普通財産として管理している旧衛生センターの管理道路敷地に

係る貸付料を計上しました。 

最後に、第７款諸収入では、預金利子のほか、12 ページ、13 ページになりますが、雑入と

して、環境センター分では、主に売電収入等を、リサイクルセンターの不燃物及び資源化処理

施設分では、主に鉄、アルミ、古紙類の売払い収入を計上しました。 

４ページにお戻りください。 

第２表債務負担行為に、リサイクルセンター及び衛生センターの運転管理業務委託、また、

衛生センターの基幹的設備改良工事及び施工監理業務委託の期間と限度額を記載しています。 

以上が、令和８年度当初予算における主な事業内容となります。 

よろしくお願いします。 

 
（木下孝行議長） 

提案理由の説明が終わりました。 
これから質疑に入りますが、質疑回数は、３回以内とします。 
質疑を許します。 

 
（鮎川浩一議員） 
 ２点ほど質問いたします。 

まず、13ページですが、環境センター分13,000,000円の内訳をお願いします。 

それと、23ページの下のほうですが、これは34ページに明細があるんですけれども、旧環
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境センター解体事業で、前年度末の現在高が150,100,000円ありますが、元金の償還が88,000

円ですが、この償還金でいいのか、確認したいと思います。 

以上です。 

 
（中川淳一施設管理課長） 

環境センターの歳入分の内訳について御説明します。 

この13,000,000円の歳入につきましては、ごみ処理施設の売電収入が主なものになりまし

て、令和８年度は、売電量を1,662,000キロワット見込んでおりまして、そのうち単価を7.5

円で売却する予定でいるところでございます。 

 
（大石直樹総務課長） 

136,000円の内訳につきましては、令和４年度に借入れた旧環境センターの解体分は、計画

等の策定分であり、令和８年９月に43,760円、令和９年３月に43,935円償還することとなり

ます。 

もう一つ、令和４年度に借入れたストックヤード建設分は、令和８年９月に23,869円、令

和９年３月に23,965円償還することとなります。 

この支払いにつきましては、15年の償還となっておりますが、３年は据置きとなっている

ところです。 

以上です。 

 

（鮎川浩一議員） 

据置きということみたいですが、150,100,000円に対して、元金が 88,000円でいいのかどう

かをお尋ねしたんですが。 

 
（溝口雄二事務局長） 
３年据置きとなっておりまして、通常の政府資金の利率で計算をしておりますので、御理

解をいただきたいというふうに思っております。 

 
（木下孝行議長） 
 ほかにありませんか。 
 
（上筋睦雄議員） 

８ページと16ページの歳出の介護保険業務費ですね。 

これは、認定に関わることだと思うんですが、現在、認定を受けたいという方は増える一

方だと思います。老人が増えるのですね。 

それと報酬についてもですね、一般の職よりも平均的に低いと言われている時期に減額な

さるのは、してよいのかということですが、むしろこれ増やして、もっとスムーズにできる

ように、認定が申請してから30日ないし60日かかるということを聞いておりますが、もっと

スムーズにできるような方法を、ＤＸなり考えてですね、なさるべきではないかと思うんで

すが、いかがですか。 
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（溝口雄二事務局長） 

介護保険の予算の減額につきましては、令和７年度に実施した国が行います標準化システ

ムのシステム移行に伴い、委託料が減額したものでございまして、事務量の減額ではござい

ません。 

また、御指摘のございました認定期間の適正化といいましょうか、日数の早くできないの

かという御質問かと思いますけれども、本組合で行っております認定審査といいますのは、

各市町から送られてまいりました事前審査を基に申請が上がってまいりまして、その審査に

基づきまして審査会を開いて決定をするという事業を行っておりまして、当組合が行ってお

ります審査業務につきましては、安定的に短い期間で行っているところでございます。 

構成市町が行います認定調査業務というのは、構成市町ごとに件数が異なったりしますの

で、日数がかかったりすることもあるというふうにも聞いております。 

令和７年度実施しております標準化システムに伴いまして、帳票等の整理もいたしますけ

ども、今後に至っては、議員御指摘のとおり、システムの改良等を行いまして、より短期間

で決定ができるように、今後検討を進めてまいりたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

 
（上筋睦雄議員） 

ぜひですね、期間を短くしてもらいたいというのが、こういう介護を受けられる方ってい

うのは、認知症の方もあるんですよね。 

この方たちは自分でできないわけですよね。 

それでうちの近くにもあるんですけど、そういう方にはやっぱりきちっとした介護がない

と、失礼だけだけども、周りの人も大変だし、その人自体はもっと大変だと思うんでですね。 

認定だけはすぐできるようなことがあるんですよね。 

この方認知症で、差し当たって決定するまでの方法もございますよね。 

いかがですか。 

 
（溝口雄二事務局長） 

今、議員がおっしゃられたのは、最初でいろんな認定の度合いの、認知症等ですぐに必要

だというのが議題の御質問かと思いますけれども、それにつきましては、まずもって、認定

審査の決定が出る前に、各構成市町のほうで、暫定的な支援の在り方というのを進めている

というふうに認識しておりまして、本組合としましては、できるだけ早く構成市町から上が

ってきました申請書をできるだけ早く決定を出していきたいというふうに考えているところ

でございます。 

 

（上筋睦雄議員） 

 分かりました。構成市町にまず言えよということで了解しました。 

 
（木下孝行議長） 
 ほかにありませんか。 
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（竹原信一議員） 
同じ件についてなんですけども、現場ではＡＩを利用した認定の高速化といいますか、進

めるというのも進んでいるとは聞いていますけど、その辺については、北薩広域ではいかが

でしょうか。 

 
（溝口雄二事務局長） 

ＡＩ化による審査業務の簡素化というのは重要な問題だと思っております。 

本組合でもいろいろ検討を行っております。ただ、どうしても財源の問題等もございます

ので、優位な財源を使えるように考えていきたいと思っておりまして、今回の国の予算書の

中には、そのようなメニューがなかったことから、引き続き、協議をしていきたいというふ

うに考えております。 

以上でございます。 

 
（竹原信一議員） 

ＡＩの進化がすごくて、しかも、安くでできるのがどんどん出てきております。 

メニューができてからというほど待つことはないと思いますよ。研究をもっと日々進めて

ください。 

そうしないと、予算がついてからってなったら、もう国のほうが遅くなって、現場がます

ます遅れていきます。 

研究をどんどん進めていただくことを希望いたします。 

 
（木下孝行議長） 
 ほかにありませんか。 
 
   （「なし」と言う者あり） 
 
（木下孝行議長） 
 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 
 討論を許します。 
 
   （「なし」と言う者あり） 
 
（木下孝行議長） 
 討論なしと認めます。よって、討論を終結します。 
 採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
 
   （「異議なし」と言う者あり） 
 

（木下孝行議長） 
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 異議なしと認めます。 

 よって本案は、原案のとおり可決されました。 

 

《議決事件の字句等の整理》  

（木下孝行議長） 
議決事件の字句等の整理についてお諮りいたします。 
北薩広域行政事務組合議会会議規則第 38 条の規定により、本定例会の会議結果作成におい

て、条項、字句、数字、その他の整理については、議長に委任願いたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 
 

（「異議なし」と言う者あり） 
 
（木下孝行議長） 

異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決

定いたしました。 

 
《閉 会》 

（木下孝行議長） 
以上で本日の日程は全部終了しました。 

よって、本日の会議を閉じ、これをもって令和８年北薩広域行政事務組合議会第１回定例

会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。 

 
午前 10時 33分 閉 会 
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